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 聖籠町税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  平成３０年２月１日 

聖籠町長 渡邊 廣吉  

聖籠町規則第２号 

聖籠町税条例施行規則の一部を改正する規則  

 聖籠町税条例施行規則（昭和４９年聖籠町規則第８号）の一部を次

のように改正する。  

 第１６条軽自動車税の表中 

 

「 

条例第７９条第２項 軽自動車税減免申請書  第７６号様式 

」 

を 

「 

条例第７９条第２項 軽自動車税減免申請書  第７６号様式の１、第

７６号様式の２ 

」 

に改める。 

 第７６号様式を第７６号様式の１とし、同様式の次に次の様式を加

える。
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 附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の聖籠町税条例施行規則の規定によ

ってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれ改正後の聖籠町税

条例施行規則の規定によってなした手続又は書類とみなす。  


